
施設等の使用料 

 

 

 

 

 

 

 

・各施設等の使用料は、下記のとおりです。 

・使用料はつり銭のいらないようにご用意ください。また、後納はできません。 

 

      使用時間帯 

施設の名称   

午  前 午 後 １ 午 後 ２ 午 後 ３ 夜  間 

9:00～12:00 12:00～14:00 14:00～16:00 16:00～18:00 18:00～21:00 

 

本 

 

館 

体  育  室 1,500円 1,000円 1,000円 1,000円 1,500円 

第 1 会 議 室 1,500円 1,000円 1,000円 1,000円 1,500円 

第2・第3会議室 800円 500円 500円 500円 800円 

和 室 1,500円 1,000円 1,000円 1,000円 1,500円 

別 

 

館 

第4・第5会議室 1,500円 1,000円 1,000円 1,000円 1,500円 

第6・第7会議室 800円 500円 500円 500円 800円 

調  理  室 1,400円 900円 900円 900円 1,400円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※附属設備の使用回数については、一使用時間帯(コマ)ごとに1回として算定します。 

附属設備 使用料 

デジタルプロジェクター 500円／コマ 

陶芸用電気炉 素焼き：1,200円／回、本焼き：1,800円 

令和５年５月改訂   

【付属施設の使用料】 

【体育室、会議室等施設の使用料】 


